
告 示

�愛媛県告示第５６９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町小山２０７５、２０７６

� 指定の目的
かん

水源の涵養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

小山２０７５（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」および「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２５年５月１７日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

�������
�愛媛県告示第５７１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、道前平野土地改良区から次のとおり土地改良事業の工事が完

了した旨の届出があった。

平成２５年５月１７日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

発 行 愛 媛 県
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土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 河北地区 平成２４年３月９日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 新池地区 平成２５年２月２８日

毎週（火・金）曜日発行 第２４７０号 平成２５年５月１７日

平成２５年５月１７日金曜日 第２４７０号
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�愛媛県告示第５７２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市祝谷土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年５月１７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

退 任

�愛媛県告示第５７３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年５月１７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第５７５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 清 俊 松山市祝谷五丁目４番７号

〃 長谷川 学 松山市祝谷四丁目８番１６号

〃 西 山 誉志道 松山市祝谷一丁目７番２４号

〃 能 田 貢 松山市祝谷四丁目６番５号

〃 古茂田 一 松山市祝谷二丁目７番３８号

〃 野 本 孫 彦 松山市祝谷六丁目１２０１番地

〃 古茂田 宏 則 松山市祝谷一丁目７番４号

〃 松 本 邦 男 松山市祝谷五丁目３番２６号

〃 中 山 節 子 松山市祝谷二丁目２番６号

〃 栗 林 昭 三 松山市祝谷五丁目４番５号

〃 野 本 桂 子 松山市祝谷五丁目７番４号

〃 野 本 繁 樹 松山市祝谷六丁目１２６０番地

〃 松 本 濬 哲 松山市祝谷三丁目６番１号

監 事 松 田 一 郎 松山市祝谷六丁目１３２５番地

〃 丸 山 隆 松山市祝谷四丁目９番２２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 清 俊 松山市祝谷五丁目４番７号

〃 長谷川 学 松山市祝谷四丁目８番１６号

〃 西 山 昭 広 松山市祝谷一丁目７番２４号

〃 能 田 貢 松山市祝谷四丁目６番５号

〃 古茂田 一 松山市祝谷二丁目７番３８号

〃 古茂田 宏 則 松山市祝谷一丁目７番４号

〃 丸 山 直 樹 松山市祝谷六丁目１０３０番地

〃 松 本 邦 男 松山市祝谷五丁目３番２６号

〃 中 山 節 子 松山市祝谷二丁目２番６号

〃 栗 林 昭 三 松山市祝谷五丁目４番５号

〃 野 本 桂 子 松山市祝谷五丁目７番４号

〃 野 本 和 馬 松山市祝谷六丁目１３０１番地

〃 白 石 徳 広 松山市祝谷四丁目３番１９号

監 事 松 田 一 郎 松山市祝谷六丁目１３２５番地

〃 丸 山 隆 松山市祝谷四丁目９番２２号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２１）第１４２６０号 平成２１年
６月１４日 �ナトム 堀切 俊作 東温市松瀬川甲５３３－６９ 平成２５年

４月５日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２３）第１４９３１号 平成２４年
２月１５日 �マティリアルマツオカ 松岡 文江 松山市南江戸３－８－６ 平成２５年

４月９日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２３）第４５３２号 平成２４年
３月８日 �松井建設 松井光太郎 松山市東石井６－３－１１ 平成２５年

４月１８日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第８号

平成２５年５月８日
伊予郡松前町大字上高柳字新開４７８番１

松山市上市一丁目３番２８号

森 川 正 彦

愛 媛 県 報平成２５年５月１７日 第２４７０号

４０２
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�愛媛県告示第５７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２１）第２６５６号 平成２２年
１月３０日 松本海事工業� 松本 豊 宇和島市桝形町３－６－

２２
平成２５年
４月６日

土木工事業
とび・土工工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２２）第１４６４８号 平成２２年
１０月３１日 石橋工務店 石橋 忠義 宇和島市三浦西１２００－５ 平成２５年

４月１５日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線 大洲市八多喜町甲３６３５番１

旧 ６．６～８．６ ０．０６７

新 ６．６～８．７ ０．０６７

〃 〃 大洲市八多喜町乙１１８４番５

旧 ７．７～９．７ ０．０３５

新 ７．７～１０．１ ０．０３５

〃 〃 大洲市八多喜町乙１１８２番３３

旧 ５．３～８．４ ０．０２４

新 ６．０～１１．１ ０．０２４

〃 〃
大洲市八多喜町乙１１８２番３４から

同町乙１１８２番３１まで

旧 ４．８～１３．８ ０．１２３

新 ７．４～６８．３ ０．１２３

〃 〃 大洲市八多喜町乙１１８２番３２

旧 ８．８～２５．０ ０．０８２

新 １２．８～３５．０ ０．０８２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町周木字分田１番耕地２２７番４地先から

同字１番耕地２２７番５地先まで

旧 ７．０～１０．４ ０．０４４

新 ７．０～１２．６ ０．０４４

愛 媛 県 報平成２５年５月１７日 第２４７０号

４０３
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�愛媛県告示第５７９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
西予市宇和町下川３１３２番地先から

同町下川３１４８番地先まで

旧 ７．２～１４．８ ０．４２０

新 １０．５～３４．０ ０．４２０

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓機能障害 内 科 放 射 線 第 一 病 院 脇 坂 佳 成 今治市北日吉町１丁目１０番５０号 平成
２５年５月１日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 宇 和 島 病 院 木 村 徹 宇和島市御殿町１番１号 平成
２５年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市立八幡浜総合病院 岡 本 賢 和 八幡浜市大平１番耕地６３８番地 平成
２５年５月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 医療法人広仁会広瀬

病院 野 田 輝 乙 八幡浜市１２８０番地９ 平成
２５年５月１日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 市立八幡浜総合病院 中 島 正 夫 八幡浜市大平１番耕地６３８番地 平成

２５年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 森 信 幹 彦 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成

２５年５月１日

肢体不自由・じん臓・呼吸器・
肝臓機能障害・ぼうこう又は直
腸・小腸機能障害

外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 松 三 雄 騎 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成

２５年５月１日

肢体不自由・心臓・呼吸器・肝
臓機能障害・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

外 科 西 条 中 央 病 院 八 木 隆 治 西条市朔日市８０４番地 平成
２５年５月１日

肢体不自由・心臓・呼吸器・肝
臓機能障害・ぼうこう又は直腸・
小腸機能障害

小 児 科 西 条 中 央 病 院 勢 井 友 香 西条市朔日市８０４番地 平成
２５年５月１日

肢 体 不 自 由 リハビリテー
ション科 伊 予 病 院 松 本 瑠以子 伊予市八倉９０６番地５ 平成

２５年５月１日

心 臓 機 能 障 害 内 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 伊 藤 彰 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２５年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 見 崎 浩 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２５年５月１日

肢 体 不 自 由 形 成 外 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 大 川 勝 正 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２５年５月１日

肢 体 不 自 由 内 科 田之浜あじき医院 安 食 研 治 西予市明浜町田之浜１１０８番地第３ 平成
２５年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 藤 渕 剛 次 東温市志津川 平成

２５年５月１日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 三 谷 壮 平 東温市志津川 平成

２５年５月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 宇 田 尚 史 東温市志津川 平成
２５年５月１日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害・ぼうこう又は直
腸・小腸機能障害

小 児 科 愛媛県立子ども療育
センター 菊 池 知 耶 東温市田窪２１３５番地 平成

２５年５月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 浅 井 聖 史 東温市志津川 平成
２５年５月１日

愛 媛 県 報平成２５年５月１７日 第２４７０号

４０４
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身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

石 丸 泰 光 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 社会医療法人恩賜財団済生会
西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－
１

平成２５年
４月１日

河 邉 美 香 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４番地 平成２５年

４月１日

村 上 聡 伊方町国民健康保険瀬戸診療
所

西宇和郡伊方町三机乙２５８７番
地 西 予 市 立 野 村 病 院 西予市野村町野村９号５３番地 平成２５年

４月１日

渡 部 洋 輔 西 予 市 立 宇 和 病 院 西条市朔日市２６９－１ 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院 八幡浜市大平１番耕地６３８番
地

平成２５年
４月１日

島 本 憲 司 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 医療法人社団重信クリニック 東温市志津川２４６－６ 平成２５年

４月１日

東 浩 司 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 平成２５年

４月１日

久 保 義 一 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

西 村 一 孝 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

市 木 拓 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

阿 部 聖 裕 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

渡 邉 彰 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

植 田 聖 也 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

佐 藤 千 賀 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

岩 田 猛 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

舩 田 淳 一 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

山 内 一 彦 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

松 田 俊 二 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

横 手 正 剛 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

宮 本 良 治 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

曽我部 弘 人 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

橋 本 司 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

鈴 木 秀 明 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

戸 井 孝 行 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

石 丸 啓 独立行政法人国立病院機構愛
媛病院 東温市横河原３６６ 独立行政法人国立病院機構愛

媛医療センター 東温市横河原３６６ 平成２５年
４月１日

愛 媛 県 報平成２５年５月１７日 第２４７０号
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争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２５年５月９日あったので公表する。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２５年度夏季・年末一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２５年５月２０日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 一般財団法人真光會

松山市南高井１４９１

医療法人光佑会くろだ病院

伊予郡松前町大字神埼５８６

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

�公 告

平成２６年度愛媛県公立学校教員採用選考試験の実施について

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１１条の規定により、

平成２６年度愛媛県公立学校教員採用選考試験を次の要領で実施する。

平成２５年５月１７日

愛媛県教育委員会

教育長 仙 波 � 三

１ 第１次選考試験の区分、期日及び場所

区 分 期 日 場 所

小学校教員 平成２５年７月２３日�から
２６日�まで

松山市立道後中学校
（松山市上市一丁目３
番５７号）
松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

中学校教員（各教
科）

平成２５年７月２３日�から
２６日�まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

高等学校教員（各
教科〔科目〕）

平成２５年７月２３日�から
２６日�まで

松山北高等学校
（松山市文京町４番地
１）

特別支援学校教員

養護教員 平成２５年７月２３日�から
２６日�まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

栄養教員 平成２５年７月２３日�から
２６日�まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

注１ 区分間の併願は、認めない。

２ 場所等を変更することがある。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年５月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

呼 吸 器 機 能 障 害 内 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 入 船 和 典 東温市志津川 平成

２５年３月２７日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 福 本 哲 也 東温市志津川 平成
２５年３月２７日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 富 所 雄 一 東温市志津川 平成

２５年３月２７日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害 内 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 米 永 吉 邦 東温市志津川 平成
２５年３月２９日

肢体不自由・じん臓・呼吸器・
ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害

外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 田 村 周 太 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－１ 平成

２５年３月３１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会医療法人石川記
念会石川病院 山 岡 慎太朗 四国中央市上分町７３２番地１ 平成

２５年３月３１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 亀 井 節 也 東温市志津川 平成

２５年３月３１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 山 岡 豪太朗 東温市志津川 平成

２５年３月３１日

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 石 井 龍 宏 今治市喜田村７丁目１番６号 平成

２５年４月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年５月８日 ＮＰＯ法人 のら倶楽部 � 市 � 冶 松山市鷹子町５８５番地 この法人は、農家とすべての地域住民に対して、
農家の生産販売支援事業・生産者と消費者のふ
れあい活動を通じて、農業経営の活性化、農業
をつうじた環境保全及びえひめの食文化の継承
と発展に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２５年５月１７日 第２４７０号

４０６
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２ 第２次選考試験

第２次選考試験の詳細は、第１次選考試験に合格した者に通知

する。

３ 受験申込受付期間

平成２５年５月２０日（月）から６月１２日（水）まで（郵送による

場合は、同日までの消印のあるものは受け付ける。）

４ 受験資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。

� 試験の区分に相当する教員普通免許状を有する者又は平成２６

年３月３１日までにこの免許状を取得する見込みの者で大学等で

証明が得られるもの

� 昭和４９年４月２日以降に出生した者（本県の国公立学校（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２条第２項に規定する国立

学校又は公立学校をいう。以下同じ。）で５年以上の教職経験

（期限付任用又は臨時的任用である期間及び休職、育児休業等

の期間を除く。）を有する者が、当該教職経験に係る試験区分

を受験する場合で、教職経験者特別選考を申請するときにあっ

ては、昭和３９年４月２日以降に出生した者）

なお、他の都道府県で、国公立学校の教員として勤務してい

る者（期限付任用又は臨時的任用である者を除く。）及び栄養

教員の試験区分を志願する者で公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する法律（昭和３３年法律第１１６号）

第２条第１項に規定する義務教育諸学校の学校栄養職員として

本県で勤務しているもの（期限付任用又は臨時的任用である者

を除く。）については、年齢を制限しない。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号及び学校

教育法第９条各号のいずれにも該当しない者

５ 受験申込手続及び試験方法

平成２６年度愛媛県公立学校教員採用選考試験志願要項（以下

「志願要項」という。）を参照すること。

６ 志願要項及び出願関係用紙の入手方法

愛媛県のホームページからダウンロードし、印刷すること。

なお、上記によることができない場合には、封筒の表に「教員

採用選考試験志願要項請求」と朱書し、１４０円切手を貼った、宛

先明記の返信用封筒（角形２号）を同封して郵送にて下記まで請

求すること。

＜請求先＞

志 願 種 別 宛 先

小学校教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２

中学校教員志願者

高等学校教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課
電話（０８９）９１２―２９５２

特別支援学校教員志願者

養護教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２

栄養教員志願者

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年５月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
愛媛県選挙公営実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２５年５月１７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

愛媛県選挙公営実施規程の一部を改正する規程

愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 病院 １ 病院

名 称 所在地 指定年月日 名 称 所在地 指定年月日

省略 省略

一般財団法人創精会松山記念病院 省略 財団法人創精会松山記念病院 省略

省略 省略

独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター 省略 独立行政法人国立病院機構愛媛病院 省略

省略 省略

２～５ 省略 ２～５ 省略

愛 媛 県 報平成２５年５月１７日 第２４７０号

４０７
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員

会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年５月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

第１号様式備考中２を３とし、１を２とし、同様式に備考１とし

て次のように加える。

１ 「何年何月何日執行」の表示は、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。

第２号様式備考２中「備考２」を「備考３」に改め、同様式備考

２を同様式備考３とし、同様式備考１を同様式備考２とし、同様式

に備考１として次のように加える。

１ 「何年何月何日執行」の表示は、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。

第３号様式備考２中「備考２」を「備考３」に改め、同様式備考

２を同様式備考３とし、同様式備考１を同様式備考２とし、同様式

に備考１として次のように加える。

１ 「何年何月何日執行」の表示は、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。

第６号様式備考を備考２とし、同様式に備考１として次のように

加える。

１ 「何年何月何日執行」の表示は、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。

第７号様式備考を備考２とし、同様式に備考１として次のように

加える。

１ 「何年何月何日執行」の表示は、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。

第８号様式備考を備考２とし、同様式に備考１として次のように

加える。

１ 「何年何月何日執行」の表示は、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。

附 則

この規程は、平成２５年５月２６日から施行する。

改 正 後 改 正 前

第１７条 候補者は、ポスター掲示場に法第１４３条第１項第４号の３

及び第５号のポスター（以下本章中「ポスター」という。）を掲

示する場合においては、当該候補者の立候補の届出順位の番号と

同じ番号の記載のある区画に掲示しなければならない。

第１７条 候補者は、ポスター掲示場に法第１４３条第１項第４号の２

及び第５号のポスター（以下本章中「ポスター」という。）を掲

示する場合においては、当該候補者の立候補の届出順位の番号と

同じ番号の記載のある区画に掲示しなければならない。

平成２５年５月１７日 発行

愛 媛 県 報平成２５年５月１７日 第２４７０号

４０８


